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午前  ９時００分 開会 
（出席議員 １９名） 

 

◎開会宣告・開議宣告 

○議長（平田喜臣君） ご出席まことにご苦労に存

じます。 

ただ今の出席議員は１８名であります。 

これより平成１４年第３回上富良野町議会臨時会

を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はあらかじめお手元に配布したと

おりであります。 

 

 

◎議会運営等諸般の報告 

○議長（平田喜臣君） 日程にはいるに先立ち議会

運営等諸般の報告をいたさせます。 

事務局長。 

○事務局長（北川雅一君） ご報告申し上げます。 

今期臨時会は１０月２２日に告示され、同日、議

事日程及び議案等の配布をいたしました。 

今期臨時会に提出の案件は、町長からの提出の議

案第１号ないし議案第４号の４件であります。 

本臨時会の議案説明のため、町長以下関係者の出

席を求め、別紙配布のとおり出席いたしております。 

以上です。 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって議会運営等諸

般の報告を終わります。 

 

  

◎日程第１ 会議録署名議員の指名の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定に

より、議長において、 

１番  中 村 有 秀 君 

２番  中 川 一 男 君 

を指名いたします。 

 

 

◎日程第２ 会期決定の件 

○議長（平田喜臣君） 日程第２ 会期決定の件を

議題といたします。お諮りいたします。 

本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思

います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） ご異議なしと認めます。 

よって、会期は本日１日間と決しました。 

 

 

◎日程第３ 議案第１号 

○議長（平田喜臣君） 日程第３ 議案第１号旭野

川砂防工事（Ｈ14 国債）請負契約締結の件を議題と

いたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。 

道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いた

だきました議案第１号につきまして提案理由のご説

明を申し上げます。 

本工事は、防衛施設庁所管の委託工事として実施

しております。本工事の工事概要としまして床固工

２基、附帯工としまして護床工、護岸工、法面工な

どが主なる工事概要であります。 

次に本議案につきましては、平成１４年度より改

正しました上富良野町共同企業体取扱要綱の規程に

基づきまして、共同企業体の自主結成に向けました

資格、申請、要綱を９月２日に告示、５つの共同企

業体の申請を受理したところであり、当該地元業者

を含む５企業体を指名いたしまして、１０月２２日

入札を行った結果、アラタ・山本特定企業体が１億

３３５０万円で落札し、消費税を加算いたしまして

本議案の１億４０１７万５千円であります。 

参考までに２番札は大北・小渡特定共同企業体の

１億３３９０万円であります。 

また、本工事につきましては、予定価格事前公表

の試行、実施としまして公表を行っております。落

札率につきましては、９７．６４％でございます。 

以下議案を朗読し、提案理由の説明に変えさせて

いただきます。 

議案第１号、旭野川砂防工事（Ｈ14 国債）請負契

約締結の件、旭野川砂防工事（Ｈ14 国債）の請負契

約を次により締結するため、議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条
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の規定により、議会の議決を求める。１、契約の目

的、旭野川砂防工事（H１４国債）。２、契約の方法、

指名競争入札による。３、契約金額、１億４０１７

万５千円。４、契約の相手方、アラタ・山本特定共

同企業体、上富良野町北町２丁目、株式会社アラタ

工業、代表取締役荒田裕明、上富良野町西１線北２

４号、山本建設株式会社、代表取締役西村三郎。５、

工期、契約の日から平成１５年１０月３１日まで。 

以上で説明を終わります。ご審議賜りましてご議

決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説

明を終わります。 

これより質疑に入ります。１７番小野忠君。 

○１７番（小野忠君） この共同企業体についてち

ょっとお聞きしたいと思います。 

前回にもいろいろと質問したこともございますが、

共同企業体においては、歩合制は当然比率でもって

やるんだということはわかったのですが、今後今ま

で１４年度の分をみましたら、これは１２月１４日

ですか、１２月１４日に去年の平成１４年分は終わ

るわけです。そして今後これが１５年分になるでし

ょうけれど、この乙と甲、これらが今までの状態な

らば、乙は甲にまったく丸投げしてしまっていると、

そしてまったく乙は企業に参加していないというの

が現状だったと思います。それで前回も助役に申し

上げたことがございますが、この点につきまして、

今後あくまでも工事に参入してやっていただきたい

ということなんです。まったく今までは参入してい

ないということで、ちょっと言葉足りないかもしれ

ませんけれどこの点について、今後甲と乙とがきち

っとした共同企業体でやっていただくならば、技術

指導員もこの契約書を見ますと、甲が技術指導員１

人、それから乙は副技術指導員が１人と、こういう

ふうになっていますね、契約書見ますとね。ですか

らこの方たちは必ずこの新しい３つ、これ今回３つ

ありますよね。これにつきましてやっぱり技術指導

員をきちっと出していただいて、それで雇用対策、

雇用も必ずそこに参入させていくようしていただき

たいと思います。 

それから建設課長にお願いいたしますが、この技

術指導員の方は３本ですね、３本に対して技術指導

員がこれから契約書の中で出てくると思います。そ

れで技術指導員が１名ずつ出なくてはならないです

からその１名ずつの氏名をあとでいいですから出し

ていただければ幸いと思いますが、この点について

どう思いますか。一つその点助役さんご答弁いただ

きたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） １７番小野議員のご質問に

お答えしたいと思います。 

いわゆるＪＶの関係でございますが、基本的に議

員おっしゃる中で丸投げというふうな形で、風聞さ

れた中のお話かと思いますけれど、町といたしまし

ては基本的にはジョイントベンチャーの基本に沿っ

てその施工をされたいたというふうに考えておりま

す。今年度から先ほど課長のほうからご説明申し上

げましたとおり、この企業体の結成につきましては、

建設業法との関係からその取扱いが変わってきてご

ざいますので、公募型を持ちまして取り扱ったとこ

ろでございます。結果５社の申し込みがございまし

ていずれも適格であるというようなことからその５

社の指名をいたしたという経緯にございます。そう

いう中でその出資の状況とまた構成員の状況、それ

らにつきましては、当然契約の段階におきまして届

出がなされ、また技術者につきましても届けがなさ

れるという状況にございます。従いましてそれに基

づいた工事が適正に構成員の中で適正に行われてい

るということを、仄聞されることのないよう町とい

たしましては指導をしてまいりたいというふうに思

っております。 

技術者等の氏名等につきましては、届出の際に私

どもの方はきちっと承ってございますので、間違い

なくそのようなことでございますので、これらにつ

いては当然情報の提供等は公開に基づいた中ででき

るものと思っておりますのでその点ご理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければこれをもって質疑

討論を終了いたします。 

これより、議案第１号を採決いたします。本件は

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 
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○議長（平田喜臣君） ご異議なしと認めます。よ

って本件は原案の通り可決いたしました。 

 

 

◎日程第４ 議案第２号 

○議長（平田喜臣君） 日程第４ 議案第２号多田

沢川土砂流出対策工事（Ｈ１４国債）請負契約締結

の件を議題といたします。 

提出者から提案理由の説明を求めます。道路河川

課長。 

○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第２号につきまして提案理由のご説明

を申し上げます。 

本工事につきましても、防衛施設庁所管の委託工

事として実施しております。 

本工事の工事概要としまして施工延長２１０メー

トル、主要工作物として積ブロック工２７５メート

ル、落差工４基が主なる工事内容でございます。 

次に本議案につきましても平成１４年度より改正

しました上富良野町共同企業体取扱要綱の規程に基

づきまして、共同企業体の自主結成に向けました資

格申請要綱を９月２日に告示、５つの共同企業体の

申請を受理したところであり、当該地元業者を含む

５企業体を指名いたしまして１０月２２日入札を行

った結果、高橋・遠藤特定共同企業体が９０００万

円で落札し、消費税を加算いたしまして、本議案の

９４５０万円であります。参考までに２番札は新

島・清水特定共同企業体の９０１５万円であります。

また、本工事につきましては、先ほど申し上げまし

た旭野川と同じく予定価格の事前公表を行っており

ます。落札率につきましては、９７．８８％でござ

います。 

以下議案を朗読して説明に変えさせていただきま

す。議案第２号、多田沢川土砂流出対策工事（Ｈ１

４国債）請負契約締結の件。多田沢川土砂流出対策

工事（Ｈ１４国債）の請負契約を次により締結する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得ま

たは処分に関する条例第２条の規定により、議会の

議決を求める。記。１、契約の目的、多田沢川土砂

流出対策工事（Ｈ１４国債）。２、契約の方法、指名

競争入札による。３、契約金額、９４５０万円。４、

契約の相手方、高橋・遠藤特定共同企業体、上富良

野町錦町１丁目１番２０号、高橋建設株式会社、代

表取締役北川昭雄、上富良野町錦町２丁目５番８号、

遠藤工務株式会社、代表取締役中村洋征。５、工期、

契約の日から平成１５年１１月３０日まで。 

以上で説明を終わります。ご審議賜りましてご議

決下さいますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説

明を終わります。これより質疑に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） なければこれをもって質疑、

討論を終了いたします。これより議案第２号を採決

いたします。本件は原案の通り決することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の呼ぶ者あり） 

○議長（平田喜臣君） ご異議なしと認めます。よ 

って本件は原案の通り可決いたしました。 

 

○議長（平田喜臣君） ご異議なしと認めます。よ

って本件は原案の通り可決されました。 

 

 

◎日程第５ 議案第３号 

○議長（平田喜臣君） 日程第５ 議案第３号南部

地区土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１４国債）

請負契約締結の件を議題といたします。提出者から

提案理由の説明を求めます。道路河川課長。 

○道路河川課長（田中博君） ただいま上程いただ

きました議案第３号につきまして提案理由のご説明

を申し上げます。 

本工事につきましても、防衛施設庁所管の委託工

事として実施しております。 

本工事の工事概要としまして施工延長１８３メー

トル、主要構造物としまして積みブロック工延長２

８４メートル、落差工４基が主なる工事内容であり

ます。 

次に本議案につきましても、平成１４年度より改

正しました上富良野町共同企業体取扱要綱の規程に

基づきまして、共同企業体の自主結成に向けました

資格申請要綱を９月２日に告示、５つの共同企業体

の申請を受理したところであり、当該地元業者を含

む５企業体を指名いたしまして１０月２２日入札を

行った結果、大北・小渡特定共同企業体が９１００
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万円で落札し、消費税を加算いたしまして本議案の

９５５５万円であります。参考までに２番札は新

島・清水特定共同企業体の９１５０万円であります。

また、本工事につきましても同じく予定価格の事前

公表を行っております。落札率につきましては、９

７．０パーセントでございます。以下議案を朗読し

て提案理由の説明に変えさせていただきます。 

議案第３号、南部地区土砂流出対策工事（ポロピ

ナイ川）（Ｈ１４国債）請負契約締結の件。南部地区

土砂流出対策工事（ポロピナイ川）（Ｈ１４国債）請

負契約を次により締結するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第

２条の規定により、議会の議決を求める。記。１、

契約の目的、南部地区土砂流出対策工事（ポロピナ

イ川）（Ｈ１４国債）２、契約の方法、指名競争入札

による。３、契約金額、９５５５万円。４、契約の

相手方、大北・小渡特定共同企業体、富良野市本町

８番１号、大北土建工業株式会社、代表取締役社長

荒木毅、上富良野町中町３丁目５番２５号、株式会

社小渡工務店、代表取締役小渡一蔵。５、工期、契

約の日から平成１５年１０月３１日まで。 

以上で説明を終わります。ご審議賜りましてご議

決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説

明を終わります。これより質疑に入ります。１３番

長谷川徳行君 

○１３番（長谷川徳行君） この３件とも公募型の

入札が行われたといわれていますが、それに対して

のメリット、今までと違った形を、公募型を取った

というメリットを教えていただきたい。それとそれ

ぞれの入札にどれくらいの公募があったのか、会社、

５社というのはこっちで指名した５社であって、そ

れでなくて公募したときに何社それぞれあったのか

教えていただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） １３番長谷川議員のご質問

にお答え申し上げたいと思います。 

今回の公募型といいますのは、従来町のほうでそ

れぞれＡランク業者、Ｂランク業者ということで指

名しまして、その方々が自主的に結成していただく

という方式でやってございました。今回公募型とい

うのはあくまでも自主結成でございますから、当然

私どもの町に登録されている業者であることだとか、

今回この障害防止事業として実績がある方だとか一

定の条件を付して、それから上川管内においてこう

いう実績がある方ということで一定の条件を付して

公募するわけでございます。その結果、結成されて

きた会社が結果的に５社であったと言うことでござ

いますので、そういうことでデメリットの関係につ

きましては、私どもこの取扱いにつきましては建設

業法の中でＪＶの取扱いについては、こういう方法

で取り扱いなさいというふうになってございますの

で、その中で適正に取り扱っていくということで、

今年度からその要綱を設置しましてこのような形を

取ってやっていくということでございます。基本的

には透明性と競争性を高めるという点でこういう取

扱いをしてあたっていくということでございますの

でご理解いただきたいと思います。 

○議長（平田喜臣君） １３番長谷川徳行君。 

○１３番（長谷川徳行君） 公募型にしてそれぞれ

の指名が５社ずつしか入ってなかったということで

すね、企業体が、あとはなかったということですね。 

○議長（平田喜臣君） 助役答弁。 

○助役（植田耕一君） 長谷川議員のおっしゃると

おりです。 

○議長（平田喜臣君） よろしいですか。他にござ

いませんか。 

（「なし」と呼ぶものあり） 

○議長（平田喜臣君） なければこれをもって質疑

討論を終了いたします。これより議案第３号を採決

いたします。本件は原案のとおり決することにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶものあり） 

○議長（平田喜臣君） ご異議なしと認めます。よ

って本件は原案のとおり可決されました。 

 

 

◎日程第６ 議案第４号 

○議長（平田喜臣君） 日程第６ 議案第４号損害

賠償の和解の件を議題といたします。提出者から提

案理由の説明を求めます。社会教育課長。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） ただいま上程いた

だきました議案第４号損害賠償の和解の件につきま

して提案の趣旨をご説明を申し上げます。本件は本
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年１０月１日夜半から２日の明け方にかけましての

台風２１号の影響によりまして、基線北２７号に設

置している町のゲートボール場の観覧席においてあ

りました板が飛び、隣接の日東会館で執り行われま

した葬儀関係者の駐車中の車輌２台に直撃したこと

から、相手方に損害を与えてしまう事故に至ってし

まったところでございます。被害を受けられた方々

には誠に申し訳なく心から深くお詫びを申し上げま

す。今後再発防止のため施設管理に対しましては、

十分に注意し一層の努力をしてまいる所存でござい

ます。 

以下朗読を持って説明に変えさせていただきます。

議案第４号、損害賠償の和解の件。平成１４年１０

月２日、午前７時３０分ころ日東会館駐車場に駐車

中の車輌２台が、隣接のゲートボール場から飛ばさ

れた板があたり破損した件について、下記のとおり

損害の賠償に関し和解することにつき、地方自治法

第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により

議会の議決を求める。記。１、和解の相手方、（１）

上富良野町●●●●●●●●●●、●●●●、（２）

上富良野町●●●●●●●●●●、●●●●、２、

和解の内容、（１）上富良野町は、相手方●●●●に

対し、金１８８，０１３円を支払い、相手方●●●

●は、上富良野町に対して、本件に関し今後前記の
金員を除き一切の請求をしない。（２）上富良野町は、

相手方●●●●に対し金３４，６５０円を支払い、

相手方●●●●は、上富良野町に対して、本件に関
し今後前記の金員を除き一切の請求をしない。以上

で説明といたします。ご審議賜りまして議決いただ

きますようお願い申し上げます。 

○議長（平田喜臣君） これをもって提案理由の説

明を終わります。これより質疑に入ります。１５番

村上和子君。 

○１５番（村上和子君） 台風によりましての損害

ということで、いたしかたないと思うのですけれど、

この板というのはゲートボール場でどのように活用

されていたものなのか、またどのような状態で置か

れていたものなのかちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（平田喜臣君） 社会教育課長答弁。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） １５番村上議員の

ご質問にお答え申し上げます。ただいまご説明しま

したコンパネの板でございますが、これにつきまし

てはゲートボールをされる方、または見る方につき

まして観覧席の上にお年寄りたちが座るために観覧

席の上に設置しておりました板でございます。その

板約２０枚を設置していたところでございます。そ

の板の２枚ほどが突風で当日あおられまして駐車中

の車に被害を与えたということで、今後施設管理に

つきましては一層の注意を払ってまいりたいと思い

ます。以上でございます。 

○議長（平田喜臣君） １５番村上和子君。 

○１５番（村上和子君） きちっと固定して用意し

ていたものでなかったということで、ちょっと不備

があったのでないでしょうか。その点いかがでござ

いますか。 

○議長（平田喜臣君） 社会教育課長答弁。 

○社会教育課長（尾崎茂雄君） 固定しておけばよ

かったのですけれど、たまたま固定しないというこ

とで固定しておりませんでした。今後十分気をつけ

たいと思います。 

○議長（平田喜臣君） 他にございませんか。なけ

ればこれをもって質疑討論を終了いたします。 

これより議案第４号を起立により採決いたします。

本件は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立

を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（平田喜臣君） 起立多数であります。よっ

て議案第４号の件は原案のとおり決しました。 

 

 

◎閉会宣告 

○議長（平田喜臣君） 以上をもって、本臨時会に

付議された案件の審議は全部終了いたしました。 

これにて平成１４年第３回上富良野町議会臨時会を

閉会いたします。 

 

午前９時２８分 閉会 
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